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(百万円未満切捨て)

１．2026年３月期第３四半期の業績（2025年４月１日～2025年12月31日）

（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 26,418 8.9 2,447 56.6 2,455 55.5 1,733 61.1
2025年３月期第３四半期 24,251 5.3 1,562 28.1 1,579 30.2 1,075 30.6

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2026年３月期第３四半期 114.86 ―
2025年３月期第３四半期 71.19 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 22,824 15,239 66.8
2025年３月期 20,893 14,047 67.2

(参考) 自己資本 2026年３月期第３四半期 15,239百万円 2025年３月期 14,047百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2025年３月期 ― 6.00 ― 36.00 42.00
2026年３月期 ― 12.00 ―
2026年３月期(予想) 50.00 62.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

３．2026年３月期の業績予想（2025年４月１日～2026年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 33,250 2.1 2,660 22.5 2,660 22.9 1,880 20.0 125.40

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む) 2026年３月期３Ｑ 16,292,942株 2025年３月期 16,292,942株

② 期末自己株式数 2026年３月期３Ｑ 1,489,762株 2025年３月期 1,174,462株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2026年３月期３Ｑ 15,090,950株 2025年３月期３Ｑ 15,112,880株

※ 添付される四半期財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー ：有（任意）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．経営成績等の概況

（１）当四半期の経営成績の概況

当第３四半期におけるわが国経済は、消費動向に留意を要するも、雇用・所得環境の改善や設備投資の持直し等

により、景気は緩やかに回復しております。

また、世界経済では一部地域において足踏みがみられるも緩やかな持直しが続く中、アメリカの政策動向による

影響や金融資本市場の変動等による下押し、また中東地域をめぐる情勢変動による経済全体の下振れリスクにも注

意する必要があります。

情報サービス業界におきましては、産業を問わずクラウド化・仮想化・内製化へと徐々にシフトしており、ロボ

ティクス・ＩｏＴ・ＡＩ等のＩＴ活用、情報セキュリティの重要性が刻々と増しています。また、人材の獲得競

争・流動化が一層進み、各種先端技術・プロジェクト管理を担う人材の増強やＩＴ内製化への順応は事業成長の要

となっています。

このような状況の中、当社は、「中期経営計画24-26」で掲げた「発展・利益・還元サイクルの強化」達成に向

け、各種施策を進めております。

業績面では、引続き人的資本投資・事業戦略を進めつつ、高収益案件の増加・プロジェクト管理の徹底・価格転

嫁等により確実に利益を生み出し、増収増益となりました。

これらの結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高26,418百万円と前年同四半期と比べ2,167百万円

（8.9％）の増収となりました。また利益面では、営業利益2,447百万円（前年同四半期は営業利益1,562百万円）、

経常利益2,455百万円（前年同四半期は経常利益1,579百万円）、四半期純利益1,733百万円（前年同四半期は四半期

純利益1,075百万円）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

公共関連事業

主に最終ユーザーが官公庁及び地方自治体となるマイナンバー関連システム、財務システム、貿易システム、

航空管制システム、自動車関連システム、社会保険・健康保険・年金に関するシステム等、社会インフラのシス

テム実現に向けた提案・設計・製造・試験からシステム稼動後の運用・保守に至るまで、総合的な技術支援を行

っております。

当第３四半期累計期間は、売上高7,968百万円と前年同四半期と比べ455百万円（6.1％）の増収となりました。

またセグメント利益は、1,305百万円と前年同四半期と比べ98百万円（8.1％）の増益となりました。これは主に、

社会保障・医療関連・自動車関連・マイナンバー関連等公共案件全体が計画どおり順調に推移したことによるも

のです。

エンタープライズ事業

主に法人企業の基幹業務システム・Ｗｅｂアプリケーション・クラウドアプリケーションの開発、ネットワー

クインフラ設計・構築、ＲＰＡソリューション、付随する運用・保守、ＩＣＴに係るコンサルティングを行って

おります。

当第３四半期累計期間は、売上高8,180百万円と前年同四半期と比べ1,607百万円（24.5％）の増収となりまし

た。またセグメント利益は、1,254百万円と前年同四半期と比べ546百万円（77.2％）の増益となりました。これ

は主に、ＥＲＰ事業が好調に進捗する中、インフラの新規案件等も業績に貢献したことによるものです。

広域ソリューション事業

主に東京・名古屋・大阪地域における、通信制御・組込み・法人企業及び行政機関向けの各システム開発、Ａ

Ｉソリューション、付随する運用・保守、ＩＣＴに係るコンサルティングを行っております。

当第３四半期累計期間は、売上高4,349百万円と前年同四半期と比べ267百万円（6.6％）の増収となりました。

またセグメント利益は、604百万円と前年同四半期と比べ168百万円（38.6％）の増益となりました。これは主に、

収益性の高い案件へのシフトと価格転嫁が奏功したことによるものです。
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イノベーション事業

主に法人企業向けのインフラ設計・構築、メインフレーム業務、システム開発、付随する運用・保守、ＩｏＴ

及び情報セキュリティ分野における自社製品の製造・ソリューション提供を行っております。

当第３四半期累計期間は、売上高5,920百万円と前年同四半期と比べ163百万円（2.7％）の減収となりました。

またセグメント利益は、853百万円と前年同四半期と比べ155百万円（22.2％）の増益となりました。これは主に、

インフラが堅調に推移すると共に、収益性重視の一次請け開発案件も順調に進捗したことによるものです。

（２）当四半期の財政状態の概況

当第３四半期における資産は、前事業年度末と比べ1,931百万円増加し、22,824百万円となりました。これは主に

電子記録債権の減少38百万円があった一方で、投資有価証券の増加1,126百万円、現金及び預金の増加761百万円、

流動資産のその他に含まれる前払費用の増加42百万円、固定資産の投資その他の資産のその他に含まれる保険積立

金の増加37百万円等によるものであります。

負債は、前事業年度末に比較し739百万円増加し、7,585百万円となりました。これは主に賞与引当金の減少96百

万円があった一方で、繰延税金負債の増加355百万円、流動負債のその他に含まれる預り金の増加255百万円、未払

法人税等の増加207百万円等によるものであります。

純資産は、前事業年度末に比較し1,191百万円増加し、15,239百万円となりました。これは主に自己株式の取得に

よる減少604百万円があった一方で、利益剰余金の増加1,007百万円、その他有価証券評価差額金の増加777百万円等

によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年５月９日に発表いたしました業績予想に変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,508,050 7,269,493

電子記録債権 73,976 35,875

売掛金及び契約資産 6,709,725 6,683,680

商品及び製品 86,188 63,657

仕掛品 1,261 12,233

その他 205,751 253,493

貸倒引当金 △99 －

流動資産合計 13,584,854 14,318,434

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,448,969 1,456,611

減価償却累計額 △1,059,916 △1,078,948

建物及び構築物（純額） 389,052 377,662

土地 3,002,419 3,002,419

その他 631,679 644,550

減価償却累計額 △517,779 △506,550

その他（純額） 113,900 138,000

有形固定資産合計 3,505,371 3,518,082

無形固定資産

ソフトウエア 42,840 20,593

その他 5,503 25,796

無形固定資産合計 48,343 46,389

投資その他の資産

投資有価証券 2,883,564 4,010,272

長期貸付金 87,000 87,000

その他 870,901 931,034

貸倒引当金 △87,000 △87,000

投資その他の資産合計 3,754,465 4,941,307

固定資産合計 7,308,180 8,505,779

資産合計 20,893,035 22,824,213
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(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,838,810 1,801,641

短期借入金 486,000 534,000

1年内償還予定の社債 40,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 786,720 751,150

未払法人税等 340,583 548,472

契約負債 377,214 320,220

賞与引当金 625,200 528,714

役員賞与引当金 30,000 22,500

その他 1,382,397 1,798,570

流動負債合計 5,906,926 6,325,268

固定負債

長期借入金 553,351 518,942

繰延税金負債 287,623 643,087

長期未払金 97,750 97,750

固定負債合計 938,724 1,259,779

負債合計 6,845,651 7,585,047

純資産の部

株主資本

資本金 2,905,422 2,905,422

資本剰余金 2,188,641 2,199,701

利益剰余金 7,996,215 9,003,736

自己株式 △339,254 △943,398

株主資本合計 12,751,024 13,165,461

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,296,359 2,073,703

評価・換算差額等合計 1,296,359 2,073,703

純資産合計 14,047,384 15,239,165

負債純資産合計 20,893,035 22,824,213
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

売上高 24,251,047 26,418,289

売上原価 21,197,592 22,389,749

売上総利益 3,053,455 4,028,540

販売費及び一般管理費 1,490,544 1,581,068

営業利益 1,562,911 2,447,472

営業外収益

受取利息及び配当金 16,711 20,530

受取家賃 14,292 10,320

その他 5,451 11,832

営業外収益合計 36,455 42,682

営業外費用

支払利息 12,743 15,489

貸与資産減価償却費 4,648 2,328

固定資産除却損 0 10,884

その他 2,678 5,601

営業外費用合計 20,070 34,303

経常利益 1,579,296 2,455,851

特別利益

投資有価証券売却益 － 93,900

特別利益合計 － 93,900

特別損失

ゴルフ会員権評価損 1,636 －

特別損失合計 1,636 －

税引前四半期純利益 1,577,660 2,549,751

法人税等 501,840 816,423

四半期純利益 1,075,820 1,733,328
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じる方法を採用しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（セグメント情報等の注記）

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額
（注１）

四半期損益
計算書計上額
（注２）

公共関連
事業

エンタープ
ライズ事業

広域ソリュ
ーション
事業

イノベーシ
ョン事業

売上高

顧客との契約から
生じる収益

7,512,364 6,573,364 4,081,182 6,084,136 24,251,047 ― 24,251,047

外部顧客への売上高 7,512,364 6,573,364 4,081,182 6,084,136 24,251,047 ― 24,251,047

セグメント間の
内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 7,512,364 6,573,364 4,081,182 6,084,136 24,251,047 ― 24,251,047

セグメント利益 1,207,424 708,140 436,101 698,930 3,050,596 △1,487,685 1,562,911

(注) １ セグメント利益の調整額△1,487,685千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費（全社費用）で

あります。

２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 2025年４月１日 至 2025年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額
（注１）

四半期損益
計算書計上額
（注２）

公共関連
事業

エンタープ
ライズ事業

広域ソリュ
ーション
事業

イノベーシ
ョン事業

売上高

顧客との契約から
生じる収益

7,968,210 8,180,773 4,349,014 5,920,291 26,418,289 ― 26,418,289

外部顧客への売上高 7,968,210 8,180,773 4,349,014 5,920,291 26,418,289 ― 26,418,289

セグメント間の
内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 7,968,210 8,180,773 4,349,014 5,920,291 26,418,289 ― 26,418,289

セグメント利益 1,305,785 1,254,577 604,537 853,958 4,018,859 △1,571,386 2,447,472

(注) １ セグメント利益の調整額△1,571,386千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費（全社費用）で

あります。

２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（追加情報）

（自己株式の取得）

当社が2025年12月15日開催の取締役会において決議しました、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得状況は以下のとおりです。

なお、上記取締役会に基づく自己株式の取得は終了しております。

１ 自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上及び株主還元の拡充を図ることを主な目的とします。

２ 取得に係る事項の内容

(1)取得対象株式の種類 当社普通株式

(2)取得し得る株式の総数
480,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合3.17％）

(3)株式の取得価額の総額 1,100,000,000円（上限）

(4)取得期間 2025年12月16日～2026年３月31日

(5)取得方法
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による市場買付け
取引一任方式による株式会社東京証券取引所における市場買付け

３ 自己株式の取得結果

(1)買付期間 2025年12月16日～2026年２月４日（約定ベース）

(2)買付株式数 480,000株

(3)買付総額 889,417,000円

(4)買付方法
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による市場買付け
取引一任方式による株式会社東京証券取引所における市場買付け

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計

期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりで

あります。

前第３四半期累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

減価償却費 126,113千円 106,424千円

のれんの償却額 2,858千円 2,540千円

（重要な後発事象）

該当事項はありません。



株式会社フォーカスシステムズ(4662) 2026年３月期 第３四半期決算短信

― 9 ―

独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書

2026年2月13日

株式会社フォーカスシステムズ

取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 林 壮一郎

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 臼 杵 大 樹

監査人の結論

当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社フォーカスシステムズの2025年4月1日から

2026年3月31日までの第50期事業年度の第3四半期会計期間（2025年10月1日から2025年12月31日まで）及び第3四半期累

計期間（2025年4月1日から2025年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計

算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表

等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、

四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じ

させる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載さ

れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ

れる規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の

省略が適用されている。）に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載

の省略が適用されている。）に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任

がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財

務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期

財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準

（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されて

いないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め

られる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性

に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明

することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我

が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準

第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められない

かどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注） 1．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（四半期決算短信開示会社）が別途保管しております。

2．XBRLデータ及びHTMLデータは期中レビューの対象には含まれていません。


